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入管法における外国人の在留資格に関する分類＜企業統治の更なる充実に向けて！＞

◇1月16日、法務省の法制審議会会社法制部会にお は非常に細かく、運用の面でも極めて硬直的であ

いて「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する ると言われています。企業内の配置転換であって

要綱案」が決定され、同案をもとに、会社法の改正 も、業務内容の大幅な変更を伴う場合には、転換

法案が2019年通常国会に提出される見込みです。 後の業務が在留資格に適合しているかが問題とな

今回は同案の骨子をご紹介致します。 りますし、雇用関係の終了は在留資格の喪失にも

繋がるため、解雇等に当たって日本人とは異なっ１.株主総会資料の電子提供

株主総会参考書類 議決権行使書面 計算書類 た配慮が必要になる場合があります。、 、 、

事業報告、連結計算書類について、定款で定める このように、外国人の就労においては、在留資

ことにより、 できるようになります。な 格の問題が常につきまといますが、資格外の業務電子提供

お、 になります。 に従事した場合、当該外国人に刑事罰や強制退去上場会社は実質的に強制採用

雇用主が処罰される２.株主提案権の制限 処分が課されるだけでなく、

少数株主の議案提案権に基づく もあります。そのため、雇用主としては、提案数が10個に 可能性

制限 当該外国人が適法に在留資格を有しているか、そされることになります 又 他人の名誉侵害。 、 、

の在留資格が雇用後の業務内容に適合したものか侮辱等を内容とするもの、株主の共同の利益を害

する内容のものについても提案できなくなります が極めて重要です。。 等を慎重に確認すること

３.取締役報酬の方針決定義務 ２.外国人技能実習制度とは

監査役会設置会社であり有価証券報告書提出義 技能実習制度は、発展途上国に技術を移転する

務がある会社又は監査等委員会設置会社は、取締 ことを通じて国際貢献を行うことを目的とする制

役会において 度です。その運用について様々な問題が指摘され取締役報酬等の決定方針を定めなけ

。 ていますが、実習生自身は帰国させられることをればならなくなります

恐れて声を上げづらい状況にあると言われていま４.補償契約及び保険契約

雇用主としては、こうした実習生の立場を理役員の賠償責任等について会社が補償する契約 す。

株主 解した上で制度を利用する必要があります。を締結したり、保険契約を締結するためには

３.労働災害が生じた場合総会ないし取締役会の決議が必要になります。

外国人労働者に対する十分な指導･教育を怠っ５.社外取締役の設置義務化

監査役会設置会社であって有価証券報告書提出 た結果、重大な労災事故が発生することがありま

社外取締役を設置しなければ 雇用義務がある会社は、 す。こうした場合、労災保険給付とは別に、

ならなくなります 主側が安全配慮義務違反に基づく責任を追及され。

る可能性 言葉や文６.社債管理補助者制度の創設 があります。雇用主としては、

化の違いを踏まえつつ、外国人労働者に対し、十社債監理者の設置義務がない場合であっても、

社債管理補助者を定められるようになります 分な指導・教育を行って、労働災害を生じさせな。

。７.株式交付制度の創設 い体制を構築しなければなりません

（ ）他の会社を買収して子会社とするため、当該子 友成・門屋
✾ ✾会社の株式を第三者から譲り受け、当該第三者に ✾✾法務 ✾✾トピックス

。対して自社株等を交付する方法が制度化されます

＜外国人労働者の雇用をめぐる注意点とは？＞

◆昨年12月の入管法改正等をきっかけに、外国人労

働者に対する社会的関心が急速に高まっています。

そこで、本紙では、外国人労働者を巡る諸問題を数

回に分けて解説することとし、本号では、総論とし

て外国人労働者に対する法規制や、外国人を雇用す

る場合の注意点等について概観したいと思います。

１.在留資格について
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企業統治に関連する会社法改正の要綱案をご紹介します。入管法の改正等を

きっかけに関心が高まる外国人労働者の雇用に関する注意点等を概観します。

◆会社設立時に｢実質的支配者｣の確認制度の施行
(2018年11月30日施行）

法人の実質的支配者を把握すること等により、法
人の透明性を向上させることが国内外で求められて

会社いることから、2018年11月30日以降に行われる
、及び一般社団法人の設立時の定款認証手続において

公証人に対し、当該法人の が｢実質的支配者｣の申告
公証人法施行規則の一部を改正する必須となりました(

。定款認証手続の際に、当該実質的支配者が反省令)

社会的勢力に該当するおそれがあると判断された場
反社会的勢力に該当する合は説明を求められる他、

と判断された場合には定款認証が拒否され、法人の
ことになります。設立が認められない

（以上の要綱案の内容は今後法案化・国会審議の過程において修
正される可能性がありますのでご注意下さい ）。


